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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出するための複数の吐出口と、該複数の吐出口にそれぞれ連通する複数のイ
ンク流路と、該複数のインク流路に液体を供給するためのインク供給口と、を備えるイン
クジェット記録ヘッドの製造方法であって、
　シリコン基板を用意する工程と、
　該シリコン基板の第１の面に、蓄熱層を形成する工程と、
　該蓄熱層に、前記インク供給口と連通するための複数の貫通孔を形成する工程と、
　該蓄熱層の上にインクを吐出するために利用されるエネルギーを発生する発熱体を形成
する工程と、
　前記蓄熱層と前記発熱体上に前記発熱体の保護層を形成する工程と、
　該保護層の上に、前記複数の吐出口と前記複数のインク流路とを構成する流路構成部材
を形成する工程と、
　前記シリコン基板に、前記インク供給口を、基板の前記第１の面と対向する第２の面側
から異方性エッチングによって形成する工程と、
　前記保護膜の一部を、前記貫通孔が形成された前記蓄熱層をマスクとして除去し、前記
複数の貫通孔によるフィルタを形成する工程と、を有するインクジェット記録ヘッドの製
造方法。
【請求項２】
　前記保護層は酸化シリコンまたはチッ化シリコンを含む、請求項１に記載のインクジェ
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ット記録ヘッドの製造方法。
【請求項３】
　前記保護層の形成後、該保護層の前記発熱体に対応する部位上にタンタル膜を積層する
工程をさらに有する、請求項１または２に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。
【請求項４】
　前記保護層の形成後、該保護層上に、前記流路構成部材と前記保護層との密着を向上さ
せるための熱可塑性樹脂からなる密着向上層を形成する工程をさらに有する、請求項１ま
たは２に記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液滴を吐出して記録を行うインクジェット記録ヘッドの製造方法に関し、具
体的にはフィルタを備えたインクジェット記録ヘッドの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インクジェット記録ヘッドの小型化、高密度化を図るために、半導体製造技術を
用いて、インク吐出圧発生素子を駆動するための電気制御回路を基板内に内蔵する手法が
提案されている。このようなインクジェット記録ヘッドは、複数の吐出口にインクを供給
するために、基板の裏面側から基板を貫通させて各ノズル（吐出口）と共通のインク供給
口とを連通させ、共通のインク供給口から各々のノズルにインクを供給する構造になって
いる。このような記録ヘッドについて、吐出口からインクを吐出するためのインク吐出圧
発生素子と吐出口間の距離を極めて高い精度で作る製造方法としては、特許文献１に開示
される方法が知られている。また、このようなインクジェット記録ヘッドの基板としてシ
リコン基板を用いる場合には、特許文献２にも開示されているように、異方性エッチング
技術を用いてインク供給口を形成することが可能である。
【０００３】
　インクジェット記録ヘッドに求められる信頼性の１つとしては、ノズル内にゴミや異物
が侵入することを抑制することが挙げられる。この原因としては、インクジェット記録ヘ
ッドの製造過程でノズル内にゴミや異物が混入することや、ゴミや異物がインクと共に送
られてきてノズル内に侵入することが考えられる。この課題に対する対策として、インク
ジェット記録ヘッドにフィルタを設けることが知られている。
【０００４】
　例えば、特許文献３では、インク供給口を備えたシリコン基板に対して吐出口及び流路
を形成する部材を貼り合わせて構成される記録ヘッドにおいて、ヒーターが設けられた面
に、インク供給口をエッチングする際の抵抗材料層を設け、この抵抗材料層に複数の穴を
設けることで、インク供給口を形成すると同時にフィルタを形成することを開示している
。また、特許文献４では、複数のインク噴出チャンバのそれぞれに対応する個別のインク
供給口を設ける構成について開示している。
【０００５】
　一方、特許文献５では、シリコン基板にインク供給口を形成する際に、ヒーターが設け
られた面とは反対側にある耐エッチングマスクに、サイドエッチングを利用してメンブレ
ンフィルターをインク供給口と同時に設けることについて開示している。
【特許文献１】米国特許第５４７８６０６号明細書
【特許文献２】米国特許第６１３９７６１号明細書
【特許文献３】米国特許第６２６４３０９号明細書
【特許文献４】米国特許第６５４３８８４号明細書
【特許文献５】特開２０００－９４７００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、特許文献３や、特許文献４では、インク供給口を備えたシリコン基板に
対して吐出口及び流路を形成する部材を貼り合わせて構成されているために、この貼り合
わせの際にノズル内にゴミや異物が混入する恐れがある。また、これらの文献に開示され
るような、予めシリコン基板上の薄膜にフィルタとなる穴を設けてからシリコン基板にイ
ンク供給口を形成する方法では、特許文献２に開示の異方性エッチングのストップ層に穴
があいている状態でインク供給口を形成することになる。そのため、特許文献１に開示さ
れる方法に上述の文献に開示される方法を適用しようとすると、流路を形成するための溶
解可能な樹脂がインク供給口を形成するためのエッチング液に浸されることになり、製造
されるヘッドの精度や、高精度のヘッド製造の歩留まりに悪影響を与えるおそれがあった
。
【０００７】
　一方、特許文献５の方法では、耐エッチングマスクとしてＳｉＯ2やＳｉＮ等からなる
絶縁膜を用いているが、シリコン基板の裏面側に露出している絶縁膜（耐エッチングマス
ク）は、通常はスパッタリングやＣＶＤ（化学的気相成長法）によって形成される堆積膜
として構成されており、その後に行われる工程で様々な液体にさらされて腐蝕したり、ま
た、製造プロセス中に半導体製造装置内で搬送される際に微小な傷が付けられたりするこ
ともあるので、この絶縁膜によるフィルタを最終的な製品が製造されるまで欠陥無く保つ
のは非常に困難であった。
【０００８】
　本発明は上述の技術課題を解決するために想起されたものであり、その目的は、インク
吐出圧発生素子と吐出口間の距離を極めて高精度にしつつ、インクジェット記録ヘッドの
製造時や使用時に発生するゴミなどの異物による吐出不良を抑制する、インクジェット記
録ヘッドの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するために、本発明のインクジェット記録ヘッドの製造方法は、イン
クを吐出するための複数の吐出口と、該複数の吐出口にそれぞれ連通する複数のインク流
路と、該複数のインク流路に液体を供給するためのインク供給口と、を備えるインクジェ
ット記録ヘッドの製造方法であって、シリコン基板を用意する工程と、該シリコン基板の
第１の面に、蓄熱層を形成する工程と、該蓄熱層に、前記インク供給口と連通するための
複数の貫通孔を形成する工程と、該蓄熱層の上にインクを吐出するために利用されるエネ
ルギーを発生する発熱体を形成する工程と、前記蓄熱層と前記発熱体上に前記発熱体の保
護層を形成する工程と、該保護層の上に、前記複数の吐出口と前記複数のインク流路とを
構成する流路構成部材を形成する工程と、前記シリコン基板に、前記インク供給口を、基
板の前記第１の面と対向する第２の面側から異方性エッチングによって形成する工程と、
前記保護膜の一部を、前記貫通孔が形成された前記蓄熱層をマスクとして除去し、前記複
数の貫通孔によるフィルタを形成する工程と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　上述のインクジェット記録ヘッドの製造方法によれば、インク供給口を形成する際に、
保護層及び蓄熱層がインク流路とインク供給口との連通を阻止するようになっている。そ
のため、樹脂による型により流路を形成する場合であっても、型を形成する樹脂は異方性
エッチングのエッチング液に触れることがない。さらに、インク流路が形成された状態で
基板のインク流路が設けられている面に蓄熱層と保護層とによるフィルタを作りこむこと
が出来るので、貼り合わせなどによる製造時のゴミの混入を気にする必要がない。また、
ダイシング、チッププレートへの貼り付けなどの後工程においても、フィルタがヘッドチ
ップの表面に露出していないので、ハンドリングなどでフィルタが損傷する恐れもない。
したがって、上述の課題を解決し、インクジェット記録ヘッドの製造時や使用時に発生す
るゴミなどの異物による吐出不良を抑制する、インクジェット記録ヘッドの製造方法を提
供することが出来る。
【発明の効果】
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【００１４】
　上述したように本発明によれば、インクジェット記録ヘッドの製造時や使用時に発生す
るゴミなどの異物による吐出不良を抑制する、インクジェット記録ヘッドの製造方法を提
供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　図１（ａ）は、本発明の一実施形態に係るインクジェット記録ヘッドを示す模式図であ
る。
【００１７】
　記録ヘッド５０は、図１（ａ）に示すように、インクを吐出する複数の吐出口７が形成
され、オリフィスプレートとして機能する被覆樹脂層５が、シリコン基板１上に配置され
ることによって構成されている。シリコン基板１には、各吐出口７にインクを供給するた
めのインク供給口８が貫通孔として形成されている。インク供給口８の両側には、インク
に熱エネルギーを与えるためのエネルギー発生素子２（発熱体）が各吐出口７に対向する
ように配置されている。また、被覆樹脂層５とシリコン基板１との間にはインク流路６が
形成されており、これにより、インク供給口８からのインクが各吐出口７へ供給されるよ
うになっている。
【００１８】
　このように構成された記録ヘッド５０は、インクジェット記録装置（不図示）に搭載さ
れて使用されるものである。具体的には、インクジェット記録装置の不図示の制御装置で
生成された所定の電気的信号をエネルギー発生素子２に入力すると、エネルギー発生２が
駆動されてインクに発泡現象が生じる。その発泡のエネルギーにより、インクが吐出口７
からインク液滴として吐出される。
【００１９】
　また、図１（ｂ）は、図１（ａ）に示すインクジェット記録ヘッドを搭載したインクジ
ェットカートリッジの一例を示す斜視図である。インクジェットカートリッジ３００は、
前述したインクジェット記録ヘッド５０と、該インクジェット記録ヘッド５０へ供給する
ためのインクを収容するインク収容部２００とを備え、これらが一体となっている。
【００２０】
　（第１の実施形態）
　次に、図２を参照して、本発明の第１の実施形に係る記録ヘッドの詳細な構成を説明す
る。
【００２１】
　記録ヘッド５０は、被覆樹脂層５が、シリコン基板１を基体として複数の層が積層され
た記録ヘッド用基板３０上に配置されることによって構成されている。すなわち、記録ヘ
ッド用基板３０は、記録ヘッド５０から被覆樹脂層５を除いたものである。
【００２２】
　シリコン基板１の表面側には、フィールド酸化膜１３、ＢＰＳＧ（ホウケイ酸ガラス）
膜１４、二酸化シリコンからなるシリコン酸化膜１６、窒化シリコンからなるシリコン窒
化膜１８、およびタンタル膜１９が順次積層されており、エネルギー発生素子２はシリコ
ン窒化膜１６上に形成されている。また、基板裏面側には、インク供給口８を形成する際
にマスクとして使用される熱酸化膜（ＳｉＯ2膜）３が形成されている。なお、記録へッ
ド５０において、シリコン酸化膜１６、ＢＰＳＧ膜１４、およびフィールド酸化膜１３が
蓄熱層として設けられたものであり、シリコン窒化膜１８およびタンタル膜１９が保護層
として設けられたものである。
【００２３】
　これらの各膜の機能については、公知の文献（例えば特開２００３－１３６４９２号公
報）にも示されているため詳細な説明は省略するが、フィールド酸化膜１３はシリコン基
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板１上に形成される駆動回路（不図示）の半導体素子を分離するためのものであり、ＢＰ
ＳＧ膜１４およびシリコン酸化膜１６は駆動回路の層間絶縁膜として機能するものである
。シリコン窒化膜１８は、エネルギー発生素子２や駆動回路（不図示）を保護するための
ものである。また、タンタル膜１９は、シリコン窒化膜１８の表面のうちのエネルギー発
生素子２に対応する部位に形成されており、インク中に発生したキャビテーション現象に
よってシリコン窒化膜１８が劣化することを防止するためのものである。なお、シリコン
窒化膜１８は、保護層としての機能の他にも、エネルギー発生素子２とタンタル膜１９と
を絶縁する絶縁膜としての機能も有している。
【００２４】
　フィルタ部２０は、後述する犠牲層１５（図３参照）の両側に１つずつ設けられており
、１つのフィルタ部２０は、シリコン酸化膜１６およびシリコン窒化膜１８に複数の貫通
孔１７を設けることによって構成されている。また、インクの流れ方向について言えば、
フィルタ部２０は、インク供給口８とインク流路６との中間位置に配置されている。
【００２５】
　なお、フィルタ部２０の、フィルタとしての性能は、貫通孔１７の穴径や配置ピッチに
より決定されるものであり、例えば穴径が小さいほどフィルタとしての性能は向上する。
しかしながら穴径が小さすぎると、フィルタ部２０でインクの圧損が発生し、インクの流
れが悪くなる可能性もある。したがって、捕捉を予定しているゴミや異物の大きさや、使
用するインクの特性などに応じて、穴径を決定することが好ましい。例えば、１つの貫通
孔１７の開口面積を、吐出口７の開口面積の約１／２の大きさとしてもよく、これにより
、吐出口７の開口面積の約１／２より大きいゴミや異物がフィルタ部２０に捕捉される。
【００２６】
　このように構成された記録ヘッド５０によれば、フィルタ部２０が設けられているため
、インク内のゴミや異物がインク流路６内や吐出口７内に進入することが抑えられる。し
たがって、ゴミや異物が吐出口７などに詰まることに起因した吐出不良が発生しにくく、
記録ヘッド５０の信頼性が向上する。また、フィルタ部２０は、シリコン酸化膜１６およ
びシリコン窒化膜１８に設けられたものであるため、特許文献５に開示のフィルタに比較
して機械的強度が向上している。しかも、フィルタ部２０は、特許文献５に開示のフィル
タと比較して記録ヘッド用基板３０の内側に設けられているため、外部からの衝撃力が加
わりにくい。したがって、製造工程におけるフィルタ部２０の破損が低減する。さらに、
シリコン酸化膜１６およびシリコン窒化膜１８は、それぞれ、蓄熱層および保護層として
この種の記録ヘッドに一般的に設けられている部材である。すなわち、記録ヘッド５０は
、特別な部材を用いることなくフィルタ部２０を形成できる点においても利点を有してい
る。
【００２７】
　なお、本実施形態では保護層として、シリコン窒化膜１８の他にも、酸化されたシリコ
ンからなる膜をさらに形成してもよい。
【００２８】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態として、本発明における記録ヘッドの製造方法の一例に
ついて、以下、図３（ａ）～（ｊ）を参照して説明する。なお、以下に説明する記録ヘッ
ド製造方法は、図２に示した記録ヘッド５０を製造するものである。
【００２９】
　まず、図３（ａ）に示すように、フィールド酸化膜１３をシリコン基板１上に形成する
。ここで、インク供給口８が開口する領域には予め窒化シリコン膜（不図示）が形成され
ており、それによりこの領域には、フィールド酸化膜１３ではなく薄い酸化膜１３ａが形
成される。なお、シリコン基板１は、結晶方位が＜１００＞面であってもよいし＜１１０
＞面であってもよい。
【００３０】
　次いで、図３（ｂ）に示すように、フィールド酸化膜１３の全体を覆うようにＢＰＳＧ
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膜１４を形成した後、インク供給口８が開口する領域に合わせて、ＢＰＳＧ膜１４の一部
と薄い酸化膜１３ａの一部を同時に除去し、シリコン基板１を露出させる。
【００３１】
　次いで、図３（ｃ）に示すように、アルミからなる犠牲層１５を、シリコン基板１の露
出位置に選択的に形成する。なお、この犠牲層１５は、後述する、インク供給口８を形成
するための異方性エッチングの際に同時に除去するものであるため、強アルカリ水溶液に
よって溶解可能な材料であれば特に限定されるものではない。
【００３２】
　次いで、図３（ｄ）に示すように、ＢＰＳＧ膜１４および犠牲層１５を覆うように、シ
リコン酸化膜１６を蓄熱層として形成し、フィルタ部２０となる複数の貫通孔１７を形成
する。なお、この貫通孔１７の形成は、例えば、シリコン酸化膜１６のパターニングと共
通の工程を実施することが可能であり、これにより、工程の簡略化が実現される。その後
さらに、シリコン酸化膜１６上に、エネルギー発生素子２、電極配線（不図示）、および
駆動回路（不図示）等を形成する。
【００３３】
　次いで、図３（ｅ）に示すように、シリコン酸化膜１６の全体を覆うように、シリコン
窒化膜１８を保護層として形成する。このとき、貫通孔１７内にもシリコン窒化膜１８が
形成される。その後、タンタル膜１９を、シリコン窒化膜１８の表面のうちのエネルギー
発生素子２に対応する部位上に形成する。
【００３４】
　次いで、図３（ｆ）に示すように、シリコン基板１の裏面側の全体に熱酸化膜３を形成
し、インク供給口８を形成するためのエッチングマスクとして機能させるため、その一部
を除去する。
【００３５】
　次いで、図３（ｇ）に示すように、シリコン基板１の表面側に、インク流路６（図２参
照）を形成するための型材として、溶融可能な樹脂材料からなる流路樹脂層６ａを塗布し
、インク流路６の形状に合わせて所定の形状にパターニングする。
【００３６】
　次いで、図３（ｈ）に示すように、流路樹脂層６ａを覆うように被覆樹脂層５を形成し
、エネルギー発生素子２に対向する位置に吐出口７を形成する。また、図示しないが、被
覆樹脂層５の表面に、例えばドライフィルムのラミネート等で構成される撥水層を形成す
る。
【００３７】
　次いで、図３（ｉ）に示すように、シリコン基板１の裏面側を除く全体を覆うように、
耐エッチング材料からなる保護材９を予め付着させた後、熱酸化膜３をマスクとして強ア
ルカリ水溶液を用いて異方性エッチングを行い、インク供給口８を形成する。また、この
エッチングにより、犠牲層１５も同時に等方性エッチングされて除去される。このエッチ
ング工程が終了した後、保護材９を除去する。
【００３８】
　なお、この工程でのエッチングは公知の一般的な方法で実施可能であるが、例えば、濃
度を２２％とした８０℃のＴＭＡＨ水溶液に、図３（ｉ）に示す状態の基板１を浸漬させ
ることによって実施してもよい。ここで、特許文献５に開示の構成では、フィルタが基板
裏面の熱酸化膜に設けられていたため、インク供給口を形成するための異方性エッチング
の際に、強アルカリ水溶液等がフィルタ上に残ってしまうことがあったが、本実施形態で
は熱酸化膜３にマスクとなる開口部を完全に開口させることが可能であるため、上記のよ
うな問題が発生することはない。また、本発明の記録ヘッドの製造方法では、インク供給
口を形成する際に、保護層及び蓄熱層がインク流路とインク供給口との連通を阻止するよ
うになっている。そのため、樹脂による型により流路を形成する場合であっても、型を形
成する樹脂は異方性エッチングのエッチング液に触れることがない。
【００３９】
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　次いで、図３（ｊ）に示すように、基板１の裏面側からシリコン酸化膜１６をマスクと
してドライエッチングを行うことによって、貫通孔１７内に形成されていたシリコン窒化
膜１８を除去して、貫通孔１７を貫通させる。そして、溶解可能な流路樹脂層６ａを、吐
出口７から、および、貫通孔１７を介してインク供給口８から溶出させることによりイン
ク流路６が形成される。
【００４０】
　以上の工程によりノズル部が形成された記録ヘッド用基板３０を、ダイシングソー等に
より分離切断してチップ化し、エネルギー発生素子２を駆動させるための電気配線（不図
示）等を各チップに接合した後、インク供給口８に供給するインクを貯えるチップタンク
部材（不図示）を各チップのインク供給口８側に接合すると、インクジェット記録ヘッド
５０が完成する。
【００４１】
　（第３の実施形態）
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、記録ヘッドは例えば図４に示すよ
うなものであってもよい。
【００４２】
　図４に示す記録ヘッド５１は、図２の記録ヘッド５０の構成に加えて、さらに接着層２
２を有している。接着層２２は、保護層として機能すると共に、被覆樹脂層５と記録ヘッ
ド用基板３１とを接着するためのものであり、例えば、熱可塑性樹脂（日立化成社製、商
品名：ハイマル）からなり、シリコン窒化膜１８とタンタル膜１９とを覆うように形成さ
れている。さらに、フィルタ部の貫通孔１７同士の間の部材上にも形成されている。なお
、この接着層２２の形成は、例えば、ポジレジストでパターニングすることにより実施可
能である。
【００４３】
　このように構成された記録ヘッド５１によれば、被覆樹脂層５と記録ヘッド用基板３１
との間の接着強度が向上し、被覆樹枝層５が剥離しにくいものとなる。また、フィルタ部
の貫通孔１７付近にも接着層２２が形成されているため、フィルタ部は、シリコン酸化膜
１６、シリコン窒化膜１８、および接着層２２の３層構造となりその機械的強度がより向
上する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】（ａ）は本発明の一実施形態に係るインクジェット記録ヘッドを示す模式図、（
ｂ）は本発明を適用可能なインクジェットカートリッジの一例を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施例に係るインクジェット記録ヘッドを示す断面図である。
【図３】（ａ）～（ｊ）は、本発明の実施例に係るインクジェット記録ヘッドの製造工程
を時系列的に示す模式的断面図である。
【図４】本発明の第２の実施例に係るインクジェット記録ヘッドを示す断面図である。
【符号の説明】
【００４５】
　　３　熱酸化膜
　　５　被覆樹脂層
　　６ａ　流路樹脂層
　　８　インク供給口
　　１３　フィールド酸化膜
　　１４　ＢＰＳＧ膜
　　１６　シリコン酸化膜
　　１７　貫通孔
　　１８　シリコン窒化膜
　　２０　フィルタ部
　　３０、３１　記録ヘッド用基板
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　　５０、５１　記録ヘッド

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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